
セルフケアは、専門職としてのアイデンティティを示し、責任を果たすた

めに不可欠な要素として注目されている（BASW 2018; NASW 2021）。セルフ

ケアは、新しい概念ではないものの、ソーシャルワーカーが自身のWell-being

の維持・向上を目的として実践するものに関する知見は少ない。本稿では、

ソーシャルワーカーが実践するセルフケアの概念を先行研究から整理する。ま

た、米国と日本の倫理綱領でのセルフケアの取り扱いとそれへの議論から、専

門職倫理としてのセルフケアについて考察し、日本の社会福祉実践および教育

への適用について検討する。

Ⅰ．研究背景と目的
頻発する自然災害やパンデミックは、脆弱な基盤で生活する人々の存在を顕

在化させた。このような時代において、複合的な生活困難を抱える人々の生活

環境や地域社会に働きかけ、多様な社会資源を活用・開発するソーシャルワー

ク機能への社会的要請が高まっている。

一方、ソーシャルワーカーを含む福祉人材不足と定着率の低さは国際的な課

題である（HSE 2018; 保正ら 2019; Moorhead 2021）。その背景として、業務量

の多さ、低賃金といった労働条件、二次的トラウマや感情労働による共感的

疲労があるとされている（Bloomquist et al. 2005; O'Neill, Yoder Slater, & Batt 
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2019）。また、専門職としての位置づけが不明瞭なまま実践範囲が拡大し、役

割葛藤、バーンアウトを経験しているとの指摘がある（佐藤，2014; 保正ら，

2019; Moorhead，2021）。さらに、組織的なスーパービジョン体制が十分に整

備されておらず、ソーシャルワーカーが組織の要請への対応をしつつ専門的

価値にそって実践することに苦慮しているとの報告もある（Collins 2017; 大

谷 2019）。Ravalierら（2022）は、世界の 5地域（アフリカ、アジア環太平洋、

中南米、欧州、北米）69ヶ国のソーシャルワーカーを対象に調査を行い、ソー

シャルワーカーが同等の専門職の中でも最も困難な労働環境で実践しており、

バーンアウトと離職が個人やコミュニティーへのサービスに否定的な影響を与

えていることを明らかとした。

このような状況に対し、ソーシャルワーカーの専門的力量を高める方策とし

て、組織的なスーパービジョン体制の構築（大谷  2019）や専門職アイデンティ

ティの確立のための教育（Moorhead  2021）、専門職倫理教育（沖倉 2021）が

行われている。また、ソーシャルワーカーが環境リスクに対処するために実践

するセルフケア（Berkowitz 2022）やストレスや逆境から回復・成長する力で

あるレジリエンス（Hitchcock 2021）への関心が高まっている。

特にセルフケアは、専門職としてのアイデンティティを示し、責任を果たす

ために不可欠な要素としてソーシャルワーク専門職団体から注目されている

（BASW 2018; NASW 2021）。国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）は、ソー

シャルワークにおける倫理原則のグローバル声明において、ソーシャルワー

カーが専門的かつ個人的に自分自身をケアするために必要な措置を講じる義

務があるとした（IFSW 2018，9.6）。これを受け、日本ソーシャルワーカー連盟

（JFSW）は、2020年の倫理綱領改定で、ソーシャルワーク専門職としての倫

理的責任として「ソーシャルワーカーは何らかの個人的・社会的な困難に直面

し、それが専門的判断や業務遂行に影響する場合、クライエントや他の人々を

守るために必要な対応を行い、自己管理に努める。」（JFSWa 2020，IV. 8自己管

理 1））を新設した。

セルフケアは、新しい概念ではない。しかしながら、ソーシャルワーカーが

自身のWell-beingの維持・向上を目的として実践するものに関する知見は少
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なく、米国での研究に偏っている。近年、英国や中国での報告が見られるが、

日本での研究は見当たらない 2）。そこで、本稿では、ソーシャルワーカーが実

践するセルフケアの概念を先行研究から整理する。また、米国と日本の倫理綱

領でのセルフケアの取り扱いとそれへの議論から、専門職倫理としてのセルフ

ケアについて考察し、日本の社会福祉実践および教育への適用を検討する。

Ⅱ．ソーシャルワークにおけるセルフケア　
医療分野において患者が自身の健康維持・増進のために取り組む活動として

発展したセルフケアの概念は、ソーシャルワークにおいてもクライエントを支

援する手段として捉えられてきた。しかし、ソーシャルワーカー自身のWell-

beingが援助関係や支援の質に及ぼす影響が明らかにされる中で、セルフケア

は専門職として倫理的責任を果たすために不可欠な要素として捉えられるよう

になった（Miller 2020）。セルフケアは、多次元で主観性を伴う概念であるた

め明確に定義することが難しいとされる（Wang et al. 2019）。ここでは、ソー

シャルワーク研究において、セルフケアがどのように定義されているかを整理

する。

セルフケアは、健康維持やストレスの軽減に向けて個人と組織が意図的に取

り組む行動のプロセスと定義され、身体的、心理的、感情的、社会的、スピ

リチュアル、専門的な領域で構成されている（Bloomquist et al. 2015；Miller 

2020）。その領域は、活動の意図と活動の種類によって表 1のように分類され

る。領域の境界はあいまいであり、相互に作用するため、包括的に捉える必

要がある（Collins 2021）。しかし、先行研究のほとんどは領域を断片的に検

証するにとどまっており、包括的な概念構築には至っていない（O'Neill et al. 

2019）。

また、ソーシャルワーカーが専門職として取り組むセルフケア（専門的領域）

は、「健康とWell-beingを維持するという文脈の中で、専門職としての自己を

効果的かつ適切に活用する過程」と定義され、個人的セルフケアと区別され

ている（Lee＆Miller 2013，p.98）。そのため、専門的セルフケアは、習慣的な

対応としてではなく、今自分が経験していることへの意識（present moment 
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awareness）を獲得することを前提としている（Collins 2021）。

Ⅲ．専門職倫理としてのセルフケア
米国と日本のソーシャルワーク専門職団体は、倫理綱領にセルフケアに関す

る記述を追加した（表 2）。ここでは、それぞれの倫理綱領においてセルフケ

アがどのように取り扱われているかを確認し、専門職倫理としてのセルフケア

について考察する。

1．米国（NASW）での取り扱い

NASWの倫理綱領改定でのセルフケアに関する変更は、3点ある。1点目は、

倫理綱領の目的 5に「セルフケア」という言葉が加えられたことである。既存

の目的にセルフケアという文言が追記されただけではあるが、専門職としての

責務を果たすための活動として位置づけられたことになる。2点目は、倫理綱

領の目的を補足する箇所にセルフケアに関する新たな記述が追加されたことで

ある。具体的には、セルフケアがソーシャルワークに不可欠であり、専門職と

してだけでなく、個人としても健康や安全の維持に取り組むことが根拠に基づ

く活動と明示された。また、ソーシャルワーカーのセルフケアを組織的、教育

的に支援するための環境整備が推進されることへの期待が記された。3点目と

しては、ソーシャルワーカーの価値である誠実さに関連する倫理原則「専門職

表 1　セルフケアの領域

領域 活動の意図 活動の種類（例）

身体的 身体的な健康の維持・促進 運動、規則的な睡眠、健康的な食事

心理的 自己認識
健康的な意思決定の促進

マインドフルネス、日記をつける
内省的活動、カウンセリング

感情的 感情的なWell-beingの促進 笑い、ユーモアの効果的活用
ポジティブなセルフトーク

スピリチュアル 人生の意味や目的を見出す 宗教的、スピリチュアルな行事への
参加、祈り、瞑想

専門的 専門職としての健康や力
（competence）の促進

仕事の量や時間の管理、研修、定期
的で良質のスーパービジョン

資料：Bloomquist et al.（2015）をもとに筆者作成。
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として信頼される行動」のためにセルフケアの手段を講じる責務が示された。

ソーシャルワーカーを含む対人援助職は、自身のケアに関心を向けにくい

と言われている。例えば、「Social workers elevate service to others above self-

interest （ソーシャルワーカーは、自己の利益よりも他者への奉仕を優先す

る）」（NASW 2021）という倫理原則が、ソーシャルワーカーが自身の健康に

関心を向けることを妨げているとの指摘もある（Willis & Molina 2019）。その

ため本改訂で、セルフケアが専門職活動としての正当性を得たことは、ソー

シャルワーカーが倫理的責任においてセルフケアをする動機づけとして意義深

い（Grise-Owens & Miller 2021）。また、ソーシャルワーカーがセルフケアを

実践する主な障壁として組織内サポートの欠如や知識不足がある（Berkowitz 

2022）。ソーシャルワーク組織や教育機関がソーシャルワーカーのセルフケア

への取り組みを支援することが言及されたことで、これらの障壁の改善に向け

た一定の進展が期待できる。

ここでのセルフケアに関する記述は、ソーシャルワーカー自身のWell-being

よりも実践の質の向上に重点を置いていると捉えられるとの懸念がある。ま

た、セルフケアが倫理基準に組み込まれず、あくまでも専門職として誠実さを

示すための手段にとどまり、専門職倫理として「すべきこと」ならなかった

ことへの批判もある（Grise-Owens & Miller 2021）。一方、セルフケアが専門

職の倫理的責務と位置づけられることは、新自由主義的な個人の責任を強調す

ることにつながり、ソーシャルワーカーをさらに疲弊させるとの批判もある

（Scheyett 2021）。

2．日本での取り扱い

日本の倫理綱領におけるセルフケアに関する変更は、倫理基準の一つである

専門職の倫理責任として「自己管理」が新規に設けられたことである。また、

この倫理的責任を果たすために、ソーシャルワーカーは自身の心身の状態とそ

れらの専門的判断や業務への影響を認識しなければならないこと、適切な支援

の継続を確保するために、同僚や上司に相談しなければならないことが行動規

範として定められた。
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管見の限り、日本ではソーシャルワーカーのセルフケアに関する議論が十分

にされていると言えない。にもかかわらず、長年セルフケアに関して議論して

きた米国より一歩踏み込み倫理基準として自己管理を採用している意義は大

きい。倫理基準に自己管理を加えた背景について、JFSW（2020b）は、IFSW

（2019）の倫理原則でセルフケアが示されたこと。また、労働者の権利やメンタ

ルヘルスの重要性に対する社会的認知の高まる中で、精神労働であるソーシャ

ルワーク実践者のセルフケアを重視することは当然と考えたと説明している。

改定に際して実施されたパブリックコメント（JFSW 2021）では、セルフケ

アやストレスマネジメントとしての自己管理は、重要であるため、行動基準を

詳細に示すことが要求されている。一方、自己管理が突然追加された印象があ

り、文章のつながりや内容が不明瞭との指摘もみられる。このことから、セル

フケアを専門職倫理と関連付けて認識するソーシャルワーカーは少ないことが

うかがえる。また、自己管理を強調することが自己責任論につながることへの

懸念も寄せられている（JFSW 2021）。これらに対し、JFSWは自己管理を採用

した背景を説明するにとどまっている。

専門的判断や業務に影響する場合を前提として、自己管理に努めることが定

められている点は懸念される。NASWの倫理綱領と同様にソーシャルワーカー

自身のWell-beingよりも実践の質の維持のための責務が強調される可能性が

ある。また、セルフケアの予防的側面が軽視されるリスクも孕んでいる。これ

らのリスクを軽減するために、行動規範に示される「個人的・社会的な困難に

直面する可能性を自覚し、日頃から心身の健康増進に努めなければならない」

（日本社会福祉士会 2021）と併せて普及していくことが重要になるだろう。　

日本の倫理綱領では、自己管理に関するソーシャルワーク施設・機関や教育

機関のあり方は記述されていない。倫理綱領の性質上、このことを含むには限

界がある。また、ソーシャルワーカーの組織・職場に対する倫理責任として、

倫理綱領が認識されるよう働きかけることや、倫理的実践を妨げる場合に提言

や改善を図ることが示されており（JFSW2020a）、ソーシャルワーカーが自身

の必要に応じ専門職倫理としてセルフケアの実践を組織や職場で推進すること

を前提としていると解釈することもできる。しかし、実践者の状況をみると、
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医療ソーシャルワーカーの業務困難性には、所属組織の運営や配慮・誠実さと

いった上司のあり方が関連しており、これらの影響が低くなるのは 12年以上

の経験者であることが明らかにされている（大口 2016）。そのため、所属組織

の積極的な介入や自己のWell-beingに関心を持つ風土が未熟な環境において、

専門職倫理としてセルフケアを実践する難しさが予測される。

3．考察

専門職倫理としてのセルフケアは、実践環境がソーシャルワークにもたらす

否定的な影響を抑え、専門職としての信頼を維持するという根拠に基づいて

実践される個人的かつ専門的活動と位置づけられることが分かった。倫理綱

領は、専門職としての価値を示し、行動の指針となるものである。そのため、

倫理綱領にセルフケアを明示することは、ソーシャルワーカーが自身のWell-

表 2　倫理綱領・行動規範 3）におけるセルフケアの取り扱い

米
国

［倫理綱領］目的 ５
この規範は、この分野に新しく参入した実践者がソーシャルワークの使命、価値、倫理原則、
および倫理基準を内面化させるとともに、すべてのソーシャルワーカーが、専門職として中核
となるこれらの特性への責務を果たすために、セルフケア、継続教育、その他の活動に従事す
ることを促すものである。
（最終パラグラフ）
専門職としてのセルフケアは、有能で倫理的なソーシャルワーク実践のために不可欠である。
専門職としての要求、困難な職場環境、およびトラウマへの暴露は、ソーシャルワーカーが個
人的および専門的な健康、安全、および誠実さを維持することに正当な根拠を与える。ソーシャ
ルワーク組織、機関、および教育機関は、ソーシャルワーカーのセルフケアを支援するために、
組織の方針、実践、および教材を推進することが望ましい。
倫理原則　価値　誠実さ

「ソーシャルワーカーは信頼されるよう行動する。」
ソーシャルワーカーは、専門職または個人として自分自身をケアする手段を講じなければなら
ない。

日
本

［倫理綱領］倫理基準 IV　専門職としての倫理責任　
8（自己管理）
ソーシャルワーカーは、何らかの個人的・社会的な困難に直面し、それが専門的判断や業務遂
行に影響する場合、クライエントや他の人々を守るために必要な対応を行い、自己管理に努め
る。

［行動規範］8．自己管理 
社会福祉士は、自らが個人的・社会的な困難に直面する可能性があることを自覚し、日頃から
心身 の健康の増進に努めなければならない。 
8 － 1 社会福祉士は、自身の心身の状態が専門的な判断や業務遂行にどのように影響している
かについて、認識しなければならない。 
8 － 2 社会福祉士は、自身が直面する困難が専門的な判断や業務遂行に影響を及ぼす可能性が
ある場合、クライエントなどに対する支援が適切に継続されるよう、同僚や上司に相談し対応
しなければならない。

資料：JFSW（2020）「ソーシャルワーカーの倫理綱領」、日本社会福祉士会（2021）「社会福祉士の
行動規範」、NASW（2021）“Code of Ethics”をもとに筆者作成。
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beingに関心を向け、必要な対応をとることを促すのに役立つと考える。その

際、倫理綱領がクライエントの利益を優先させることを前提としている点に注

意を払う必要がある。ソーシャルワーカーがセルフケアに取り組むのは、自身

のWell-beingのためであり、その先に倫理的責任があることを倫理綱領で周

知することは難しい、現場レベルで取り組むための教育・研修が当面の課題で

あろう。

一方で、セルフケアを専門職倫理と捉えることがソーシャルワーカー個人の

責任を強調させ、さらに疲弊させるリスクがあることも明らかとなった。これ

は、ソーシャルワーク専門職の行動指針である倫理綱領が持つ特性から避けら

れないリスクであろう。倫理綱領への採用を出発点とし、セルフケアの自己責

任的側面について議論の蓄積がみられる米国の動向（Scheyett 2021; Berkowitz 

2022）を参考にしつつ、用語や活動の範疇などについての検討が必要と考える。

Scheyett （2021）は、組織風土や労働環境について言及せずに、専門職倫理と

してセルフケアを議論することは、ソーシャルワーカー個人が変わることを暗

示していること。組織レベルでセルフケアを推進するためには、個々の管理者

の努力では不十分であることを指摘した。そして、専門職団体がセルフケアの

一形態としてアドボカシーを実践する必要性を提起している。

Ⅳ．結語　
健康維持やストレスの軽減に向けて個人と組織が意図的に取り組む行動のプ

ロセスであるセルフケアは、人がWell-beingを追求する権利を擁護するもの

である。しかしながら、クライエントの利益を最優先に実践するというソー

シャルワークの特性は、ソーシャルワーカーが自分のWell-beingに関心を向

けることを妨げてきた。そのため、ソーシャルワークの倫理綱領にセルフケア

明示され、個人、組織、社会がソーシャルワーカー自身もセルフケアを必要と

する根拠を示した意義は大きい。一方、専門職倫理としてのセルフケアがソー

シャルワーカーの負担を高める危険性があることも分かった。

セルフケアは、新しい概念ではないものの、専門職倫理としての認識は新し

いものであることを念頭に、実践・学術の両面での議論が必要と考える。その
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際、個人的、専門的に多次元であるセルフケアの特性を考慮する必要がある。

特に、日本においては、ソーシャルワーカーとその所属組織・機関、教育機関

のセルフケアや自己管理に対する認識や実践状況について把握することから始

める必要があるだろう。

米国では学部・大学院生を対象としたセルフケア教育に関する研究が行わ

れており、学生生活上のストレス軽減に対する一定の効果も確認されている。

また、ソーシャルワーカー養成教育において、セルフケアを学ぶことは、学

生の間だけでなく、卒業後の専門的なセルフケアの実践を促進するとの報告

（Warren 2019）もあり、専門職倫理としてセルフケアを実践につながる可能性

も示されている。一方で、日本同様に認定基準を満たすために過密化されたカ

リキュラにセルフケアを組み込むことの難しいことや対象者の民族・文化背景

が偏っていること、アウトカム指標や変数の課題が指摘されている（Griffiths　

et al. 2019）。

専門職倫理としてのセルフケアに関する議論は、未だ発展途上である。人々

のWell-beingの向上を目指す専門職養成におけるセルフケア教育の枠組みと

方法について検討するとともに、日本のソーシャルワークの文脈でのセルフケ

アについて検討していくことが望まれる。

注

1） 日本の倫理綱領には、セルフケアという用語ではなく、自己管理と表現されている
が、JFSW（2020a）や日本社会福祉士会（2022）による説明から、本稿ではセルフ
ケアと同義語とみなした。なお、本文では概念の混乱をさけるため、日本の倫理綱
領・行動規範の項目として説明する場合のみ、自己管理とし、その他はセルフケア
で統一した。

2） 日本の社会福祉分野では、セルフケアと密接に関連するマインドフルネスの実践へ
の適用に関する知見（池埜 2014；井上ら 2022）の蓄積はみられるものの、セルフ
ケアの実践そのものを取り上げた知見は見当たらない。

3） 日本では国家資格や実践分野による職能団体ごとに採択した倫理綱領が示されてい
る。本稿では、これらの団体で組織される日本ソーシャルワーカー連盟（JFSW）
の「ソーシャルワーカーの倫理綱領」を日本の倫理綱領とした。行動規範は、日本
社会福祉士会が 2021年 3月に採択したものを引用した。
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